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宮沢賢治生誕 130 年

童話村の森ライトアップ 2026

　童話村の自然と幻想的

なオブジェの光が融合し

た空間演出による賢治の

作品世界をお楽しみくだ

さい。期間中は屋台村も

オープンします。

■開催日時　７月18日（土）～10月31日（土）の

土・日曜日、祝日

※８月８日（土）～16日（日）は毎日開催

▶７・８月…午後６時～９時▶９月…午後５

時～９時▶10月…午後４時～８時（最終入場

は終了時間の30分前）

※�ライトアップ開催日は「賢治の学校」「賢治の教

室」の開館および「森の店っこや」の営業を、ラ

イトアップ終了時間の30分前まで延長します

■会場　宮沢賢治童話村

■入場料　無料

【�問い合わせ】�賢治フェスティ

バル実行委員会事務局（賢治ま

ちづくり課内☎41-3591）

和紙ランプシェード制作体験

　完成した作品はライトアップ

期間中、宮沢賢治童話村内に展

示予定です。

【対象】 市内在住の小学生

【�期日】 ８月１日（土）

【時間】 午後３時30分～５時30分

【会場】 宮沢賢治童話村

【定員】 10人（抽選）

【参加料】 200円（材料費の一部）　

【申込期間】 ７月１日（水）～12日（日）

【申し込み方法】 オンライン

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

「花巻市20歳のつどい」

実行委員会メンバー募集中

　令和９年１月に開催する「花巻市20歳のつ

どい」は、式典の部と記念行事の部の２部構

成を予定しており、記念行事の部の企画や運

営を行う実行委員会のメンバーを募集してい

ます。20歳のつどいを仲間たちと一緒につく

り上げてみませんか。

■応募資格　以下のいずれかの人

◦�本年度中に20歳になる人…平成18年４月２

日～平成19年４月１日の期間に生まれた人

◦�本年度中に19歳になる人…平成19年４月２

日～平成20年４月１日の期間に生まれた人

■募集人数　20人程度

■�活動内容　式典の部での「20歳の決意」の発

表、記念行事の部の企画・運営など

※９月下旬から15回程度の活動を行います

■応募期限　８月20日（木）

■�応募方法　オンラインまたは

電話

【�問い合わせ・応募】

��本館生涯学習課（☎41-3587）

■日時　令和９年１月９日（土）、午後２時

■場所　文化会館

■�対象　平成18年４月２日～平成19年４月１

日の期間に生まれた、下記のいずれかの人

◦市内に住所のある人

◦�市外に転出した人で出席を希

望する人

※�オンラインまたは電話でご連
絡ください

▲昨年度の実行委員会メンバー
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令和８年度花巻市20歳のつどいの概要
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　介護保険は、介護を必要とする本人やその

家族が抱えている不安・負担を、社会全体で支

え合うための社会保障制度です。その財源は、

40歳以上の人が納める保険料と、市や国など

が負担する公費（税金）で賄われています。

　本年度の介護保険料の変更点などについて、

お知らせします。

■本年度の介護保険料の変更点

　令和７年度税制改正の給与所得控除額の引

き上げにより、令和８年度は住民税非課税と

なる人が増える見込みです。そのため本来で

あれば、介護保険料が減額となる人も増える

こととなりますが、市町村の保険料収入に不

足が生じないよう、国は令和８年度に限り、

介護保険料については、令和７年度の税制改

正がなかったものとして算定する特例措置を

行うこととしました。

　このことにより、令和８年度の住民税が非課

税であっても、介護保険料の算定では住民税が

課税されているとみなされる場合があります。

■介護保険料の納め方

▽特別徴収（年金からの天引き）

　年金が年額18万円以上の人は原則、「特別徴

収」という納付方法になります。保険料は年

金の支払い月（年６回）に天引きされます。

▽普通徴収（納付書や口座振替などでの納付）

　特別徴収にならない人は、「普通徴収」とい

う納付方法になります。７月中旬に送付する

納付書で納付してください。

みんなで支える介護保険
【�問い合わせ】�

△

新館長寿福祉課（☎41-

3578）

△

各総合支所健康福祉係（大迫☎41-

3127、石鳥谷☎41-3447、東和☎41-6517）

　詳しくは、市ホームページを

ご覧ください。

　マイナンバーカード発行から５年目の人は

電子証明書の更新が、10年目の人はカード本

体（顔写真を含む）の更新が必要です。

※�カード発行時に18歳未満の人は、５年目に

カード本体の更新が必要

　対象の人には、有効期限の２～３カ月前に

通知が届きますので、忘れずに更新手続きを

お願いします。

■マイナンバーカード発行から５年目の人

　電子証明書の更新が必要です。更新手続き

は、本館市民登録課または各総合支所市民

サービス課で行うことができますので、お越

しください。

　なお、基本的に予約は不要ですが、本庁で、

以下の時間に手続きを希望する場合は、市民

登録課へ電話で予約をお願いします。

◦�窓口延長の時間（毎週木曜日、午後４時30

分～６時30分）

◦�土日開庁の時間（月１回、土曜日または日

曜日、午前８時30分～正午）

■マイナンバーカード発行から10年目の人

　顔写真を含む、マイナンバーカード本体の

更新が必要です。自宅に届く申請書を使用し

て、オンラインや郵送での申請をお願いしま

す。１カ月ほどで新しいマイナンバーカード

が出来上がりますので、本館市民登録課また

は各総合支所市民サービス課で受け取りをお

願いします。

※�受け取りには予約が必要です

マイナンバーカードの更新

手続きはお済みですか？

【�問い合わせ】�

△

本館市民登録課（☎41-3578）

△

各総合支所税務生活係（大迫☎41-3127、石鳥

谷☎41-3447、東和☎41-6517）

　詳しくは、市ホームページを

ご覧ください。


